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１１．．第第２２期期基基本本計計画画策策定定のの趣趣旨旨  

総合計画は、本市の目指すべき将来の姿と、その実現に向けて市民とともに進むべき方向を示したも

ので、市の最上位の計画として策定するものです。 

本市は、平成 31年３月に第６次水俣市総合計画を策定し、「経済」「社会」「環境」を統合的に向上さ

せていく視点でのまちづくりを進めるため、基本構想において、「みんなが幸せを感じ 笑顔あふれる 

元気なまち 水俣」を目指す将来像に掲げ、その実現に向け、様々な施策を展開してきました。 

この間、本市最大の課題である人口減少と高齢化の進行に加え、デジタル社会の急速な進展、脱炭素

社会への転換、「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）※」の社会への浸透、新型コロナウイルス感染症への

対応など、本市を取り巻く環境は急激に変化しています。また、令和３（2021）年度からスタートした

財政再建に向けた取組によって、悪化を続けていた財政状況は大きくその方向を転換しつつあり、本市

が将来にわたって持続可能なまちづくりを行っていくためには、これまで以上に事業の重点化・効率化

が必要とされるところです。 

今回、第６次水俣市総合計画の第１期基本計画が終了するに当たり、第１期基本計画における事業の

成果及び課題を踏まえ、各施策区分や成果指標等を見直すとともに、本市の重要プロジェクトである「３

つのビジョン」やデジタル社会への対応などの新たな視点を取り入れた第２期基本計画を策定しました。 

今後は本計画に基づき、引き続き目指す将来像を実現していきます。 

 

２２．．計計画画策策定定のの視視点点  

 本計画においては、「第６次水俣市総合計画第２期基本計画策定方針」に基づき、次の３つの視点に

立ち策定を行いました。 

（（１１））実実効効性性ののああるる計計画画                                                                        

第２期基本計画策定の前提となる市の現状や課題について、第１期基本計画における事業の成果等を

踏まえるとともに、市民アンケート調査の結果や各種統計資料等をもとに、課題の明確化を図ります。 

また、施策の有効性等を適正に評価するため、第１期基本計画に引き続き、施策区分レベルで目標値

を設定します。 

（（２２））持持続続可可能能なな行行財財政政運運営営をを推推進進すするる計計画画                                                    

昨今の厳しい行財政環境の下では、行財政資源の配分を重点化することが必要であることから、第１

期基本計画に引き続き、特に重点的に実施する施策（３つのビジョンなど）を重点施策として位置付け

ます。 

また、第２期基本計画に掲げる施策区分や事業の検討に際しては、第１期基本計画における事業の成

果及び課題を踏まえるとともに、デジタル社会への対応などの新たな視点を取り入れつつ、必要な見直

しを行います。 

（（３３））市市民民のの声声をを反反映映ささせせたた計計画画                                                                    

第２期基本計画の策定に当たっては、策定審議会や市民アンケート調査、パブリック・コメント※の

実施等により、できる限り市民の意見を反映した計画とします。 
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３３．．総総合合計計画画のの構構成成とと期期間間  

 第６次水俣市総合計画は、長期的な方針を示す「基本構想」、中期的な計画となる「基本計画」、短期

的かつ具体的な事業計画となる「実施計画」の三層で構成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①①  基基本本構構想想（（基基本本目目標標））  

本市のまちづくりの基本理念と将来像を示し、その達成に向けて必要な施策を定めた行政運営

の指針となるものです。   

期間：平成 31（2019）年度～令和８（2026）年度（８年間） 

 

    ②②  基基本本計計画画（（施施策策））  

    基本構想に示された将来像を具体化するために取り組む基本的施策を、総合的・体系的に示し

たものです。 

    期間：第１期 平成 31（2019）年度～令和４（2022）年度（４年間） 

       第２期 令和５ （2023）年度～令和８（2026）年度（４年間） 

 

    ③③  実実施施計計画画（（事事務務事事業業））  

    基本計画に定められた施策を効果的に推進するため、具体的な施策・事業の年次計画を定める

もので、社会情勢の変化や財政状況等を踏まえて、毎年度ローリング方式で見直しを行います。 

    期間：３年間 

 

 

 

 
 
 
  

 
  

  
基基本本構構想想  

基基本本計計画画  

実実施施計計画画  

８年間 

（平成 31（2019）年度～令和８（2026）年度） 

４年間（第１期） 

（平成 31（2019）年度 

～令和４（2022）年度） 

４年間（第２期） 

（令和５（2023）年度 

～令和８（2026）年度） 

 

３年間分を毎年度見直し 
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４４．．総総合合計計画画とと他他のの計計画画ととのの関関連連性性  

 本市では総合計画のほかにも様々な個別計画を策定しています。 

総合計画ではまちづくりの基本理念や方向性を示し、個別計画において各分野で取り組む施策等の具

体的な内容を定めています。総合計画に即した個別計画を推進することで、目指す将来像を実現してい

きます。 

 

 

５５．．計計画画のの進進行行管管理理  

 本計画では、第１期基本計画に引き続き施策区分ごとに成果指標を設定し、「ＰＬＡＮ(計画)－ＤＯ

(実施)－ＣＨＥＣＫ(評価)－ＡＣＴＩＯＮ(改善)」サイクルに基づいた評価・検証を継続的に実施する

ことで、計画を着実に進めていきます。 

なお、評価・検証にあたっては、水俣市行政評価実施要綱に基づく行政評価※を実施し、効果的かつ

効率的な市政運営に資するとともに、市政の透明性の確保と市民サービスの向上を図っていきます。 
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６６．．水水俣俣市市をを取取りり巻巻くく社社会会情情勢勢とと課課題題  

（（１１））人人口口減減少少とと少少子子高高齢齢化化のの進進行行  

 我が国の総人口は、平成 20（2008）年の 1億 2,808万人をピークに減少局面に入り、国立社会保障・

人口問題研究所の「日本の将来推計人口（平成 29年推計）」によると、令和 35（2053）年には総人口が

1億人を下回ると推計されています。一方で、老年人口は増加を続け、令和 24（2042）年に約 4,000万

人でピークを迎えるものの、高齢化率はその後も上昇を続け、令和 35（2053）年には 38％を超える水

準で高止まると推計されており、少子高齢化の一層の進展が懸念されています。 

 本市においても、人口減少社会を見据え、あらゆる行政サービスや公共施設・インフラにおいて整理・

統廃合と効率化を図りつつ、人口減少下にあっても市民一人ひとりの生活がより豊かになり、幸せを感

じられる取組を推進していくことが必要です。 

 

（（２２））ＩＩＣＣＴＴ技技術術にによよるる社社会会ののデデジジタタルル化化ととＤＤＸＸのの推推進進  

近年のＩＣＴ※の目覚ましい発達により社会のデジタル化が次々と実現し、産業や日々の生活に大き

な変革をもたらしています。 

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、外出抑制や人との接触機会の低減策を講じ

た結果、テレワークやウェブ会議、遠隔診療など、これまでデジタルの活用が進まなかった領域も含め

た多くの分野において、急速にデジタル化が進み、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させ

るデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）※の推進が図られています。 

行政分野においても、行政手続きのオンライン化・標準化が求められており、国が推進するマイナン

バーカードの普及促進に合わせて、利活用シーンを拡大する取組を進めていく必要があります。 

 

（（３３））地地球球環環境境問問題題のの深深刻刻化化  

 地球温暖化、海洋プラスチックによる海洋汚染など、地球規模での環境問題が深刻化し、その問題の

解決に向けた取組の重要性が世界共通の認識となっています。 

 地球環境問題の解決に向けては、今世紀後半に世界全体の温室効果ガス排出量を実質的にゼロにする

「脱炭素化」の実現に向けて、気候変動問題に関する国際的な枠組みである「パリ協定」の運用が令和

２（2020）年から本格的に始まり、我が国においても、令和 32（2050）年までに、温室効果ガスの排出

量を全体としてゼロにする「カーボンニュートラル※」を目指すことを宣言しています。 

 また、ごみの減量化、リサイクルの推進、環境保全活動の推進、省エネルギー対策、新エネルギーの

活用等により、限りある資源を有効に活用するとともに、豊かな自然を次代につないでいくために、環

境への負荷が少ない循環型社会
※
を構築していくことが必要です。 

 本市においても、脱炭素社会・循環型社会の実現に向け、環境に配慮した各種施策をさらに推進して

いく必要があります。 
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（（４４））持持続続可可能能なな開開発発目目標標（（ＳＳＤＤＧＧｓｓ））へへのの社社会会的的関関心心のの高高ままりり  

 国際連合は、平成 27（2015）年に「誰一人取り残さない」という理念のもと、自然環境や社会環境の

あるべき姿を示した世界共通の目標として、「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」を採択しました。 

 我が国においても、国家戦略として「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）実施指針改定版」を策定し、

その実施方針において、地方自治体に対してもＳＤＧｓ達成に向けた取組の促進を求めており、ＳＤＧ

ｓは行政運営における重要な指針の一つになっています。 

 本市では、これまで取り組んできた環境に配慮した施策や取組を踏まえつつ、「経済」「社会」を加え

た三側面の統合的取組により好循環を生み出し、未来にわたって豊かで活力ある地域社会を創造してい

こうとする提案内容が評価され、令和２年７月に「ＳＤＧｓ未来都市※」に選定されました。 

 今後も「ＳＤＧｓ未来都市計画」に基づき、ＳＤＧｓの達成に向けて取組を推進していきます。 

 

（（５５））安安全全・・安安心心ななままちちづづくくりり  

 東日本大震災や熊本地震、令和２年７月豪雨災害など、全国各地で自然災害が頻発化・激甚化してお

り、全国的に防災意識が高まっています。 

 災害対策においては、国や地方自治体などによる「公助」、自分自身や家族で災害に備える「自助」、

地域や身近にいる人同士が助け合う「共助」の３つがあり、それぞれが災害対応力を高め連携すること

が被害を最小化する上で重要となります。 

 また、災害時の被害を最小化し、被害の迅速な回復を図る「減災」の考え方が重要となる中、本市に

おいても関係機関と連携しながら、災害に強いまちをつくっていく必要があります。 

 なお、近年は、自然災害だけでなく、高齢者交通事故の増加、特殊詐欺や消費者被害など、生活の安

全を脅かす事件が発生しており、安全で安心して暮らせる社会にしていくための幅広い取組が求められ

ています。 
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また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、外出抑制や人との接触機会の低減策を講じ

た結果、テレワークやウェブ会議、遠隔診療など、これまでデジタルの活用が進まなかった領域も含め

た多くの分野において、急速にデジタル化が進み、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させ

るデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）※の推進が図られています。 

行政分野においても、行政手続きのオンライン化・標準化が求められており、国が推進するマイナン

バーカードの普及促進に合わせて、利活用シーンを拡大する取組を進めていく必要があります。 

 

（（３３））地地球球環環境境問問題題のの深深刻刻化化  

 地球温暖化、海洋プラスチックによる海洋汚染など、地球規模での環境問題が深刻化し、その問題の

解決に向けた取組の重要性が世界共通の認識となっています。 

 地球環境問題の解決に向けては、今世紀後半に世界全体の温室効果ガス排出量を実質的にゼロにする

「脱炭素化」の実現に向けて、気候変動問題に関する国際的な枠組みである「パリ協定」の運用が令和

２（2020）年から本格的に始まり、我が国においても、令和 32（2050）年までに、温室効果ガスの排出

量を全体としてゼロにする「カーボンニュートラル※」を目指すことを宣言しています。 

 また、ごみの減量化、リサイクルの推進、環境保全活動の推進、省エネルギー対策、新エネルギーの

活用等により、限りある資源を有効に活用するとともに、豊かな自然を次代につないでいくために、環

境への負荷が少ない循環型社会
※
を構築していくことが必要です。 

 本市においても、脱炭素社会・循環型社会の実現に向け、環境に配慮した各種施策をさらに推進して

いく必要があります。 

 

 

序
　
　
　
論

 



- 8 - 
 

（（６６））持持続続可可能能なな行行財財政政基基盤盤のの確確立立  

 平成 31 年３月に策定した「第６次水俣市行財政改革大綱」に基づき、ふるさと納税をはじめとする

自主財源の確保、歳出の最適化を進めてきた結果、悪化を続けてきた財政状況は大きくその方向を転換

しつつあります。 

一方で、高齢化に伴って医療・介護等のサービスをはじめとする社会保障費が今後も増加し続けるこ

とが予想されるため、財政再建の手を緩めることなく、取組を継続していく必要があります。 

将来にわたって、必要な市民サービスを安定的に提供していくためにも、令和４年８月に見直しを行

った「水俣市中期財政計画」に基づき、職員一人ひとりが市民の視点に立ち、より一層コスト意識を高

く持った上で、事業のスクラップ＆ビルド（選択と集中）を推進し、持続可能な行財政基盤を確立して

いきます。 
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７７．．総総合合計計画画ととＳＳＤＤＧＧｓｓのの一一体体的的なな推推進進  

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）は、すべての関係者の役割を重視し、「誰一人取り残さない」持続

可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため、17のゴール及び細分化された 169のターゲットから構

成されています。 

本市が目指す将来像「みんなが幸せを感じ 笑顔あふれる元気なまち みなまた」は、ＳＤＧｓの理 

念を反映していることから、17のゴールを総合計画の各施策に掲載し、推進することとします。 

なお、国際的な地方自治体の連合組織であるＵＣＬＧ（Ｕnited Ｃities and Local Governments）

は、17のゴールに対する地方自治体の果たし得る役割を次のとおり整理しています。 
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【【用用語語解解説説】】 

用 語 解 説 

ＳＤＧｓ 

国連加盟193か国が2016年～2030年までの15年間で達成するために掲げた国

際目標で、「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称。

持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成されて

いる。 

パブリック・コ

メント 

重要な条例・計画等をつくるときに、市が意思決定を行う過程で、市民から

広く意見や情報等を募集すること。 

行政評価 
行政活動を一定の統一的な視点や手段によって客観的に評価し、その評価結 

果を行政に反映させる制度のこと。 

ＩＣＴ コンピューターやデータ通信に関する情報通信技術の総称のこと。 

デジタル・トラ

ンスフォーメー

ション（ＤＸ） 

「デジタルによる変革」を意味し、情報技術の進化に伴って新たなサービス

やビジネスモデルを展開することで、社会そのものの変革につなげるといった

概念のこと。 

カーボンニュー

トラル 
「炭素中立」を意味し、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること。 

循環型社会 

廃棄物等の発生を抑制し(ごみをなるべく出さず)、廃棄物等をできる限り資

源として活用し(ごみをできるだけ資源として使い)、適正な廃棄物等の処理(使

えないごみはきちんと処分)を行うことで、天然資源の消費を抑制し、環境への

負荷をできる限り減らす社会のこと。 

ＳＤＧｓ未来都

市 

地方創生ＳＤＧｓの達成に向けて、優れたＳＤＧｓの取組を提案する地方自

治体として内閣に選定された都市のこと。 

ジェンダー 生物学的な性別に対し、社会的・文化的につくされる性別のこと。 

イノベーション 
それまでになかった技術や仕組みを打ち出すことで、既存の仕組みや在り方

を一変させること。 

ＮＧＯ 共通の目的のために行動する人々が集まった非政府組織のこと。 

ＮＰＯ 
様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目

的としない団体の総称。 

レジリエント 
柔軟性や回復力があるさま。災害などに直面しても被害を最小限に抑えたり、

被害を乗り越えて復活できること。 

３Ｒ 

リデュース（Reduce） :＜減量・最小化＞ゴミを出さない、減らす 

リユース（Reuse）   :＜再利用＞繰り返し使う 

リサイクル（Recycle）:＜再生利用＞再び原料に戻す 
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